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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年6月2日(2020.6.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性薬剤リザーバ（６）の充填レベルを測定するためのデバイス（１）であって、前記
デバイスは、前記可撓性薬剤リザーバ（６）を支持する支持体（２）および板バネ部材（
３）を備え、前記板バネ部材（３）の第１セクション（３１）が固定支持部に取付けられ
、前記板バネ部材（３）の第２セクション（３２）が遊動支持部によってガイドされ、前
記板バネ部材（３）は、前記可撓性薬剤リザーバ（６）に接触し、前記可撓性薬剤リザー
バ（６）の前記充填レベルの変化が前記板バネ部材（３）の形状の変化をもたらすように
構成され、検出器（５）が、前記板バネ部材（３）の形状の、もたらされた変化を検出し
、前記可撓性薬剤リザーバ（６）の前記充填レベルの測定を可能にするために配置される
デバイス。
【請求項２】
実質的に空の状態と実質的に完全に充填された状態との間で前記可撓性薬剤リザーバ（６
）の前記充填レベルが変化するときに、前記板バネ部材（３）の形状が、円弧形状と略平
板形状との間で変化するようにさらに設計されている請求項１記載のデバイス。
【請求項３】
前記固定支持部が、ヒンジ支持部（４１）のデザインを有している請求項１または２記載
のデバイス。
【請求項４】
前記第１セクション（３１）が、前記支持体（２）に対して固定して配置されるピボット
（４１ｐ）に回転可能に取付けられる１つまたは複数のバレルセクション（４１ｂ）に接
続される、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
前記遊動支持部が、滑り支持部（４２）のデザインを有している請求項１～４のいずれか
１項に記載のデバイス。
【請求項６】
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前記第２セクション（３２）が、前記支持体（２）に対して固定して配置される固定部（
４２ｘ）に沿ってスライド可能なガイドセクション（４２ｇ）に接続される、請求項５に
記載のデバイス。
【請求項７】
前記可撓性薬剤リザーバ（６）が前記支持体（２）と前記板バネ部材（３）との間に配置
される請求項１～６のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項８】
前記板バネ部材（３）がシート材料から製造される請求項１～７のいずれか１項に記載の
デバイス。
【請求項９】
前記板バネ部材（３）が、切り込みおよび貫通孔の少なくとも１つを含む
請求項１～８のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１０】
前記板バネ部材（３）が、前記可撓性薬剤リザーバ（６）に接触するための接触セクショ
ン（３３）を含み、前記接触セクション（３３）は、前記第１セクション（３１）と前記
第２セクション（３２）との間に配置される請求項１～９のいずれか１項に記載のデバイ
ス。
【請求項１１】
前記検出器（５）が前記固定支持部に対する前記第１セクション（３１）の回転運動を検
出するように設計されている請求項１～１０のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１２】
前記検出器（５）が、前記板バネ部材（３）の前記形状の変化を検出するための磁気的、
光学的、および機械的検出器の少なくとも１つを含む請求項１～１１のいずれか１項に記
載のデバイス。
【請求項１３】
前記検出器（５）が、前記支持体（２）に対して固定して配置された磁気センサ（５ｓ）
を含み、前記磁気センサ（５ｓ）が、前記板バネ部材（３）の前記形状の変化によりもた
らされる前記第１セクション（３１）の回転運動に追従するように前記板バネ部材に固定
されている磁気素子（５ｍ）と協働するように設計されている請求項１～１２のいずれか
１項に記載のデバイス。
【請求項１４】
さらに、前記検出器（５）からの電気信号を受信し、前記電気信号を前記可撓性薬剤リザ
ーバ（６）の充填レベルに変換するための処理ユニットを含む請求項１～１３のいずれか
１項に記載のデバイス。
【請求項１５】
請求項１～１４のいずれか１項に記載のデバイスおよび医療用ポンプを備える医療用注入
デバイスであって、前記可撓性薬剤リザーバ（６）が、前記医療用ポンプに薬剤を送達す
るように、および／または前記医療用ポンプから薬剤を受け取るように設計されている医
療用注入デバイス。
【請求項１６】
前記医療用ポンプが、インスリンポンプであり、前記可撓性薬剤リザーバが、インスリン
を含む薬剤を格納するように設計されている請求項１５記載の医療用注入デバイス。
【請求項１７】
支持体（２）によって支持された可撓性薬剤リザーバ（６）の充填レベルを測定する方法
であって、前記方法が、前記可撓性薬剤リザーバ（６）の前記充填レベルの変化が板バネ
部材（３）の形状の変化をもたらすようにすること、および前記可撓性薬剤リザーバ（６
）の前記充填レベルを測定するために、前記板バネ部材の形状の、もたらされた変化を検
出することを含む方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、上記目的は、特に、可撓性薬剤リザーバを支持するための支持体と板
バネ部材を含む、可撓性薬剤リザーバの充填レベルを測定するためのデバイスによって達
成される。板バネ部材の第１セクションは、固定支持部に取り付けられる。板バネ部材の
第２セクションは、遊動支持部によってガイドされる。板バネ部材は、可撓性薬剤リザー
バと接触し、可撓性薬剤リザーバの充填レベルの変化が板バネ部材の形状の変化をもたら
すように設計されている。検出器は、板バネ部材の形状の、もたらされた変化を検出し、
そして可撓性薬剤リザーバの充填レベルの測定を可能にするように配置されている。固定
支持部は、第１セクションの回転運動を可能にすることができる。遊動支持部は、第２セ
クションのガイドモーションを可能にすることができる。したがって、板バネの形状の変
化は、可撓性薬剤リザーバの充填レベルの変化に応じて可能になっている。特に、可撓性
薬剤リザーバの充填レベルは可撓性薬剤リザーバの体積変化をもたらし、次に可撓性薬剤
リザーバに接触する板バネ部材の形状の変化をもたらす。特に、第１セクションの回転運
動は、可撓性薬剤リザーバの充填レベルの測定を可能にするために、正確に検出すること
ができる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　一実施形態では、固定支持部はヒンジ支持部のデザインを有していて、特に第１の部分
は、支持体に対して固定して配置されたピボット上に回転可能に取付けられた１つまたは
複数のバレルセクションに接続される。ヒンジ支持部は、第１セクションの回転運動を可
能にする。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　一実施形態では、遊動支持部は、滑り支持部のデザインを有していて、特に、第２の部
分は、支持体に対して固定して配置された固定部に沿ってスライド可能なガイドセクショ
ンに接続される。滑り支持部は、第２セクションのガイドモーション、特に、線のような
曲線に沿ったガイドモーションを可能にする。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　変形例では、板バネ部材は、切り込みおよび貫通孔の少なくとも１つを含む。特には、
柔軟性、バネ力、可撓性薬剤リザーバを損傷する危険性などの、板バネ部材の機械的特性
が、最適化され得る。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　変形例では、板バネ部材は、可撓性薬剤リザーバと接触する接触セクションを備え、接
触セクションは第１セクションと第２セクションとの間に配置される。特には、可撓性薬
剤リザーバと接触するために接触セクションを最適化することができ、回転運動を可能に
するために第１セクションを最適化することができ、ガイドモーションを可能にするため
に第２セクションを最適化することができる。最適化は、それに応じて板バネ部材を形成
することによって、たとえば適切な切り込み、貫通孔などを配置することによって達成す
ることができる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　変形例では、検出器は固定支持部周りの第１セクションの回転運動を検出するように構
成される。回転運動は正確に検出することができる。充填レベルの正確な測定がさらに向
上する。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　本発明はさらに、支持体によって支持される可撓性薬剤リザーバの充填レベルを測定す
るための方法に関する。方法は、可撓性薬剤リザーバの充填レベルの変化が板バネ部材の
形状の変化をもたらすようにすること、および可撓性薬剤リザーバの充填レベルを測定す
るために、板バネ部材の形状の、もたらされた変化を検出することを含む。可撓性薬剤リ
ザーバの充填レベルの変化が板バネ部材の形状の変化をもたらすことを提供するために、
板バネ部材の第１セクションは、固定支持部に取付けることができ、板バネ部材の第２セ
クションは、遊動支持部によってガイドされることが可能であり、板バネ部材は、可撓性
薬剤リザーバと接触するように設計され得る。板バネ部材の形状の変化を検出するために
、検出器が、板バネ部材の形状の、もたらされた変化を検出し、可撓性薬剤リザーバの充
填レベルの測定を可能にするために配置され得る。特には、板バネ部材の形状の変化は、
リザーバの厚みの変化によって引き起こされ、これは充填レベルに依存する。特には、板
バネ部材の形状の、もたらされた変化を検出することは、板バネ部材のセクションの回転
運動の検出に関し、回転運動は角度の変化を検出することにより検出される。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　板バネ部材３の第１セクション３１が固定支持部に取付けられている。図１に示すよう
に、固定支持部はヒンジ支持部４１の形状を有している。以下により詳細に説明するよう
に、板バネ部材３の第２セクション３２は、遊動支持部によってガイドされる。遊動支持
部は、滑り支持部４２の形状を有し得る。遊動支持部および滑り支持部４２はどちらも図
１には描かれていないので、通常の矢印の代わりに破線矢印で示されている。
【誤訳訂正１０】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　板バネ部材３の第１セクション３１は、ヒンジ支持部４１の形状を有することができる
、固定支持部によって規定される軸を中心に回転することができる。図１に示すように、
ヒンジ支持部４１は、ピボット４１ｐおよびバレルセクション４１ｂを備えている。以下
により詳細に説明するように、ピボット４１ｐは支持体２に対して固定して取り付けられ
ている。バレルセクション４１ｂは板バネ部材３に固定して接続されている。ピボット４
１ｐがバレルセクション４１ｂを通って延び、かつ板バネ部材３の第１セクション３１が
その周りを回転可能な軸を規定する。１つまたは複数のバレルセクション４１ｂが配置さ
れ得る。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　固定支持部は、ヒンジ支持部４１の形状を有し得る。遊動支持部は、滑り支持部４２の
形状を有し得る。ヒンジ支持部４１は、板バネ部材３の第１セクション３１の回転運動を
可能にする。滑り支持部４２は、滑り支持部４２によって規定される方向における板バネ
部材３の第２セクション３２のガイドモーションを可能にする。図１には示されていない
可撓性薬剤リザーバは、支持体２と板バネ部材３との間に配置することができる。可撓性
薬剤リザーバの容積が小さい場合、たとえば、可撓性薬剤リザーバが実質的に空である場
合、図１に示されるように、板バネ部材３は、円弧状の形状を有している。可撓性薬剤リ
ザーバは、固定して配置された、支持体２によって支持されている。可撓性薬剤リザーバ
は、フレキシブルな構造を有する板バネ部材３と接触する。薬剤が可撓性薬剤リザーバ内
に充填されると、可撓性薬剤リザーバの体積が増加する。可撓性薬剤リザーバは、板バネ
部材３を上方に押圧し、板バネ部材３の形状の変化をもたらす。特に、板バネ部材の第１
セクション３１は、ヒンジ支持部４１の周りを回転し、板バネ部材３の第２セクション３
２は、滑り支持部４２に沿ってスライドする。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　図２ａおよび図２ｂに示すように、板バネ部材３の第１セクション３１は、ヒンジ支持
部４１の形状の固定支持部に取付けられる。板バネ部材３の第２セクション３２は、滑り
支持部４２の形状の遊動支持部によってガイドされる。ヒンジ支持部４１は、支持体２に
対して固定して取付けられるピボット４１ｐを含む。ピボット４１ｐは、バレルセクショ
ン４１ｂに取り付けられ、バレルセクション４１ｂは、板バネ部材３の第１セクション３
１に接続される。滑り支持部４２は、固定部４２ｘに沿ってスライド可能なガイドセクシ
ョン４２ｇを含む。固定部４２ｘは、支持体２に対して固定的に取り付けられる。ガイド
セクション４２ｇは、板バネ部材３の第２セクション３２に接続される。ガイドセクショ
ン４２ｇは、支持体２に対して実質的に水平方向に固定部４２ｘに沿ってスライド可能で
ある。滑り支持部４２の円滑かつ長期の動作を提供するために、図２ａおよび図２ｂに示
すように、ガイドセクション４２ｇは、湾曲した形状を有することができ、固定部４２ｘ
は、平坦な表面を有することができる。
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【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
　図２ａに図示される可撓性薬剤リザーバ６は、実質的に空である。板バネ部材３は、円
弧状の形状を有している。可撓性薬剤リザーバ６内に薬剤を充填することにより、可撓性
薬剤リザーバ６の容積が増大する。板バネ部材３の接触セクション３３は、支持体２から
離れて上向きに押され、板バネ部材３の変形をもたらす。第１セクション３１は、ヒンジ
支持部４１のピボット４１ｐによって規定される軸を中心に回転する。第２セクション３
２は、滑り支持部４２の固定部４２ｘに沿って水平方向にスライドする。板バネ部材３の
バネ力が増加する。図２ｂに図示される可撓性薬剤リザーバ６は、実質的に完全に薬剤で
満たされている。板バネ部材３は、略平板状の形状を有している。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　たとえば、柔軟性、安定性などの板バネ部材６の必要な機械的特性や、可撓性薬剤リザ
ーバとの接触の表面などを提供するために、図１に示すように、板バネ部材３は、切り込
みまたは貫通孔を含むことができる。
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